
  『日本後紀』巻第五 延暦十六年三月戊子の甲斐・相模二国堺争を定めた件 

                    上野原市  井上 肇 

 

１、概要 

 現在の県境は、律令時代の国堺、さらにはその昔の各国が多元的に成立していた時代の

姿を反映している部分が多い。甲斐(山梨県)・相模(神奈川県)の国堺が決まる経過を例と

して、現在の県境が定まっていった様子を調査しましたので、報告します。 

 

２、二国堺争 

 日本後紀巻第五に「○三月戊子、先是、甲斐・相模二国相争国堺、遣使定甲斐国都留郡

□留村東辺砥沢為両国堺、以西為甲斐国地、以東為相模国地、」と記す。 

 この条に□がある為に場所が特定できない。よってこの論争を紹介します。 

 

２－１、天明３年(1783) 甲斐名勝誌(萩原元克編集) 

 相模 按ルに今の道志秋山の邊ならん往昔相模の国成しを何れの代か甲斐に属しけるよ

り郷名に呼しなるべし 

 

２－２、文化３年(1806) 甲斐国志(松平定能編集) 

 相模郷 名勝志に今の道志・秋山の辺ならんと云是也 鹿留(シシドメ)・砥沢(トザ

ワ)(今作戸沢) 両村今存して砥沢村は鹿留村の東１里半許りにあり道志・秋山は山を隔て

其東に当れり、日本後紀今の地理に能く相適(かな)へり然れば此時国界相定り道志・秋山

は相模の分内となりしが後復本州に立かへりし故 相模郷と号せしなるべし云云 

 

２－３、天保１２年(1841) 新編相模風土記稿(林衡) 

 延暦１６年３月、甲斐國と國界の争ありて、其彊域を改られ砥澤の地を、國界と定られ

し事あり、其地今詳にし難し、後紀の文に據て按ずれば今彼國都留郡鹿留村の東方に戸澤

村あり、此地を國界として、其巳東の地を当國の分内とする時は、今彼國の属地道志秋山

等数村、即当時本州(相模)の分内たりしなり、さては後変遷して今の如く彼分内となりし

なるべし、其年紀詳ならねど今試に推考するに、【倭名鈔】に甲斐國都留郡中、相模郷の名

あり、是砥沢巳東の地の古名にして、其先本州より分れて、隷入せし地なるが故、頓て相

模郷の名は負はせしなるべし、然る時は、彼地に分隷せしも、承平巳前の事と云ふべし、

或説に「倭名鈔」に見えし、甲斐国相模郷は、もと本州中の郷名にて、是国名の起れる地

なり、彼国に分隷せしならんと云へるは非なり、此巳後、当国地理の事採録すべきなし、

云云 

 



 

 

２－４、明治３５年(1902) 大日本地名辞書 吉田東伍 

 和名抄、甲斐国都留郡、高山寺本註、左加无乃。○今相模国津久井郡の諸村蓋是なり、

甲斐名勝誌に、相模郷は道志秋山など相模国に接する辺ならんと説く、然れども日本後紀 

に拠り、都留村の位置を推し、今の鶴川・鶴島の地たること明白なれば、其東辺砥沢は名

倉村の砥石の出ずる渓澗(名倉沢)を云えること亦疑惑を容れず(名倉村は鶴島の東に接す)

旧説、南都留郡の谷村の辺に砥沢の地を求め、秋山道志のみを以て相模郷に擬したるは誤

れり。又延暦の制定、砥沢以東の相模郷を相模国(愛甲郡なるべし)へ改隷せしめられしに、

和名抄猶之を甲斐に係けたるは、旧籍に因りし者のみ。 

 

２－５、昭和５０年(1975) 上野原町誌(上) 

 (略)④地名考察にて都留という名称の柳田国男説に従うなら 地形上谷村西の十日市場

滝(田原滝)から下って津久井の城山までは、同一の都留であると考えられる。 ⑤なお最

近の発見で上野原町上野原東側境川東より砥石が採石されて、新田村・小渕村にて砥沢の

称のあるのを確認したので、延暦１６年甲斐相模境界裁定をこの砥沢と比定する。云云 

 

２－６、昭和５４年(1979) 藤野町の地名 藤野町文化財保護委員会 

小渕(オブチ)の下(シモ)小渕下(した)にトイシザワがある。 



 

 



 

２－７、平成１２年(2000) 上野原町の史跡と地名 花本峰門 

 松留は四方津の東端、牧野部落に接しており古くは松留村を名のっていた単村であった。 

 

２－８、明治２６年(1893) 甲斐名所図会 大森快庵    

 桂川(かつらがわ)は山中湖(やまなかのうみ)の西北の谷より発源(ながれだ)して田原

(たはら)の瀧(たき)に至り谷村(途中略)松留(まつどめ)の諸村を過ぎ鶴川と会い、上野原

の南を丑寅(うしとら)へ流れて境川(さかいがわ)と会(あ)い、相州(そうしゅう)津久井(つ

くい)郡の地(ち)を経(へ)て 相模(さがみ)川とあひ馬入に至る。 

 以上から□は松の字で、現在の県境に至る経過がわかります。 

 

 

桂川の流れ 松留の東辺 

 

３、古代の東国の国指定の経過について 

 古代の東国の国指定については、日本書紀巻２５孝徳天皇の大化元年・二年などに「東

国八道(やつのくに)を治めしむ。」といった記事がある。日本書紀巻２９には、天武天皇が

伊勢王らを派遣して、「諸国の境堺を限分(わか)ふ。然るに是年、限分に堪へず。」といっ

た記事がある。日本書紀の性質上、これらの記事が実際の出来事を記録したものかどうか

は検討の必要がある。しかし、征服対象としての国から行政単位としての国に変わってい

く時期であったことと思われます。 

 

４、考察 

 我姫(あづま)の国は笹子峠(古名阪東山・東坂)・碓氷坂・足柄坂が国境であったが、三

国峠を堺に国堺を確定した。九州年号の大化年号の頃ではないか。(別表) 

 終りに秦の徐福が鶴となり、富士山頂華表(鳥居)辺を飛び故国を偲んだ句を紹介します。 



 不二紀行 著者 大森快庵 鶴飛華表已(すでに)千年 三国名高第一山 

 知否諸人豪邁在(あきらかなり) 仙寰(がん)秘景奪(うばう)天慳(けん) 

以上この考をまとめるのに西坂久和氏の協力をいただいた。 

 
九州年号資料 藤田隆一氏  


